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日本の林業 ・農山村と国土 ・環境問題
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Ｉ　日本経済と林業 ・農山村

　１　森林をめくる国際的状況

　国連環境開発会議（１９９２年）は，世界の森林の減少と劣化が地球温暖化問題とともに，地球環

境問題の大きな要因であることを明示した。実際，ＦＡＯの世界森林資源評価（１９９５年）によれば ，

開発途上地域の森林は１９８１～１９９０年の１０年間に，１億６千万ｈａ減少したと推計されるが，その

うちの９５％に当たる１億５千万ｈａは熱帯地域での減少であ った。これは，１９８１年に存在した熱

帯林の８％が１０年問で消滅したことを示しているが，地域別にはアフリカ ，中南米に比べてアジ
　　　　　　　　　　　　　　　１）
ア・ 太平洋地域での減少が著しい。これに対して，熱帯地域で１９８１～１９９０年に造林された面積は

１， ８００万ｈａ，減少した森林面積の１２％（アジア ・太平洋地域では３８％）にすぎない 。

　世界の木材生産（伐出）量の５５％は開発途上地域のそれによっ て占められているが，開発途上

地域では木材生産（伐出）量の７５％は薪炭用材である 。ここにもみられるように熱帯地域での森

林の減少は，急激な人口増加と農地の拡大，生活用燃料の薪炭材への依存などを背景に，近年の

非伝統的な焼畑耕作，過度の薪炭材採取，過放牧などを主な原因としていると言 ってよい。国運

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０３）



　２　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第３号）

環境開発会議の「森林に関する原則声明」は，「全ての種類の森林は，特に途上国において，再

生可能な生物エネルギー資源の提供を通じてエネルギー需要を満たす重要な役割を果たしており ，

家庭及ぴ産業用燃料材の需要は持続可能な森林の経営と造林及ぴ再造林を通じて満たされるべき

である 。」としているが，上述のように現状はこのような「持続可能な森林経営」からはほど遠

い。一方，同地域での木材生産（伐出）量の２５％は産業用材（丸太製材 ・合板 ・木材パルプ ・チ ソ

プなど）であり ，これらいわゆる商業伐採が熱帯林減少のいま一つの大きな原因であろう 。ここ

からは熱帯林材の最大の輸入国として，日本の木材需給の在り方が問題となっ てこよう 。

　今日も続いている熱帯林の減少は，木材 ・薪炭材なとの資源の不足はもとより ，洪水や渇水の

発生，土壌の劣化，生物多様性の減少，遺伝子資源の減少，さらには地球温暖化の促進など，地

球環境にさまさまな影響を及ほしている 。（１）熱帯林の減少による生物種数への影響については
，

一推計は１９９０～２０２０年に，全世界の生物種の５～１５％が絶滅すると予測している 。全世界の生物

種数を未知のものも含めて約１ ，ＯＯＯ万と仮定すると ，１日当たり５０～１５０の種が絶滅していること

になる 。（２）地球温暖化への影響については，森林減少によっ て蓄積されていた大量の二酸化炭

素が大気中に放出され，地球温暖化を加速させる一因となっ ている 。ＩＰＣＣによれば，森林の減

少によっ て年間約６億～２６億トンの炭素が放出されており ，これは石油 ・石炭なと化石燃料の燃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
焼による放出量の３０～４０％に相当するといわれる 。

　世界の森林面積は４１ ．４億ｈａ， そのうち先進地域（国）の森林面積は約４７％であり ，近年，そ

の面積はほとんど変化していない。しかし，そこでは酸性雨の被害などによる森林の劣化が大き

な問題とな っている 。酸性雨は，硫黄酸化物（ＳＯｘ）や窒素酸化物（ＮＯｘ）などの汚染物質が大

気中で硫酸塩や硝酸塩に変化し，酸性の強い（ｐＨ５ ．６以下の）雨 ・霧 ・雪 ・ガスなどとして降下

する沈着物であり ，１９６０年代からスウェー デンをはじめとして欧州各国や北米で問題化してきた

ものである 。その被害は，雨や土壌の酸性化による森林の衰退や樹木の枯死にとどまらず，農作

物の被害や地下水の汚染，湖沼 ・河川の酸性化と魚類の死滅，都市の歴史的建造物や文化財の腐

食など，広範囲に及んでいる 。

　日本では１９８０年代から欧米並みの酸性雨が観測されているが，近年，開発途上国でも工業化の

進展によっ て問題化しており ，今後はとくに中国の工業化と都市化にともなう酸性雨の日本の森

林への影響が顕在化するとみられる 。環境庁は１９９４年，全国的に目立 ってきた樹木の立ち枯れの

原因が酸性雨にある可能性を初めて公式に認めたが，それとともに東アジアの経済成長にともな

う問題の深刻化の可能性も認めており ，当面はまず酸性雨観測の国際的なネ ソトワーク作りなど

の対策が急がれよう 。

　２　日本の経済成長と林業 ・農山村

　戦後，日本経済の復興と「高度成長」は，日本の森林と農山村（とくに区分しないかぎり ，山村

と農山村を合わせた意味で用いる）を新たなフロンティアとして，その資源を多面的に開発 ・利用

しつつ，太平洋ベルト地帯を中心に展開された。この過程は森林 ・農山村においては，大都市と

大企業の高度成長のためのｒ外来型開発」として展開されたが，その結果，森林と農山村はさま

ざまな面で大きく変貌してきた 。

　（１）日本経済の復興と成長は電力需要を増大させたが，これを満たすための水資源の開発が森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０４）
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林・ 山村を変貌させる最初の契機とな った。まず１９５０年代，国土総合開発法（１９５０年），電源開発

促進法（１９５２年）の下で，佐久間ダムなど巨大なダムが次々と建設され始め，１９５５～６５年を通じ

て発電専用ダムを中心にダム建設が展開された。これにつづいて，都市用水の需要増大に対応し

て水資源開発促進法（１９６１年）が制定され，６５年以降は発電と都市用水の供給を含む多目的ダム

を中心にダム建設ラ ッシュ が続いた。こうしてダム建設と水資源の開発は，日本列島の脊梁山脈

に連なる広範な森林地域と数多くの山村集落を水没させ，山村地域の解体と過疎化の最初の動因

となっ た。

　（２）日本経済の復興と成長は木材（建築用材　パルプ用材）の需要を増大させたが，植民地林業

を失 った日本はその給源を国内既存の森林資源に求めるほかなく ，まず国有林の増伐に着手した 。

国有林野事業の木材増産は奥地天殊（原生）林の大面積皆伐と単純一斉造林という方式で実施さ

れ， 生産過程の機械化 ・「合理化」をともないつつ，高度成長期を通じて現実の林木成長量の２

倍近い過剰な伐採（持続不可能な伐採）が推進された。こうして高度成長期の国有林野事業の展開

は， 貴重な原生林や天然林を破壊し（屋久島 ・奥秩父など），安易な林道開発によっ て森林の生態

系を破壊し ，“手抜き造林”や治山事業の立ち遅れで林地を荒廃させ，山地水害をもたらし，除

草剤（２－４－５丁剤など）の散布によっ て農山村労働者の健康を害し，森林の動植物に被害を与え ，

土壌と水を汚染した 。

　（３）１９６０年代を通じて国土総合開発政策の下，奥地森林地帯を中心に公共投資による山岳観光

道路の開発と森林公園の整備が全国的に展開され，これらを基盤として私的大資本が各種観光産

業への参入と開発を行 った。こうして亜高山帯の山腹を縫い，峰を越えて原生林を貫通する観光

道路は，数十万の観光客の自動車による殺到をもたらし（大雪 ・大山など），高山動植物の生息条

件を撹乱し，森林地域にごみ公害を拡散させ，山中の湖沼や渓流を汚染した。さらに，６０年代末

から７０年代前半にかけて，「日本列島改造」計画下の狂乱物価と投機ブームの時期には，不動

産・ 電鉄 ・観光など各種資本による森林の買占めとゴルフ場や別荘地などの開発ラ ッシュ が， 北

海道から沖縄まで日本全国の農山村を席巻し，森林破壊や農林業の荒廃をもたらした 。

　（４）人口の都市集中と都市地域の拡大は都市近郊林や里山林の開発を不断に促進したが，その

中ですすめられた丘陵地や山際，谷筋などの無秩序な宅地開発は山崩れや土石流，都市河川の洪

水災害など，新たな災害を生みだした。一方，各種道路網の開発 ・整備による都市と農山村との

経済的距離の短縮は，農山村地域から都市商工業のために若年労働力を ，公共（土建）事業のた

めに中高年労働力を ，農山村進出企業のために主婦労働力を吸引し，こうして農山村における農

林業の分解と解体を促進した 。

　（５）日本経済の成長と木材需要の増大に対応して，１９６０年代の初めから外国産材の輸入政策が

とられ，木材の輸入依存度は６０年の１３％から ，７０年の５５％ ，８０年の６８％，９０年の７４％へと増大し

た。 日本の国産材政策は，国有林の増産政策に続いて，６０年代半ばから「基本法」林政の下，私

有林においても木材の増産と植林の推進策がとられたが，国産材価格の低迷や農山村労働力の流

出などによっ て， 林業生産は停滞してきた。また，「基本法」農政下の農山村農業も限界地農業

としてつねに厳しい条件の下におかれ，こうして高度成長下の農林業と農山村は全体として，地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
域資源の発展的な利用システムを形成できずに，大きく過疎化してきたと言 ってよい 。

（２０５）
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１　林業 ・農山村の公共的機能

　１　林業 ・農山村と日本の国土 ・環境

　日本の国土の６７％（約２ ，５００万ｈａ）は森林であり ，日本は開発途上国ではマレーシア，フラジル

などと共に，また先進国ではフィンランド，スウェー デンなどと同様に，森林の最も豊かな国で

ある 。しかし，国民１人当たりの森林面積では日本は０ ．２ｈａと世界の平均（０．７ｈａ）を大きく下

回り ，ヨーロッパの平均（Ｏ ．３ｈ。）より小さい。同様に，日本の年（平均）降水量は１ ，７１４ｍｍで
，

世界的にみても ，インドネシア，フィリピン，ニュージーランドに次いで大きく ，温帯の諸国の

中では最も大きい。しかし，国民１人当たりの降水量では日本は５ ，２００ｍ３ と， 世界の平均の５分

の１である 。日本は本来，森と水のきわめて豊かな国であるが，今日日本の国民経済の規模から

みて，両者はともに希少な資源である 。

　本稿で日本の農山村（地域）というのは，端的に農林統計の地域区分である都市的地域 ・平地

農業地域 ・中間農業地域 ・山間農業地域の４つの地域区分で言えば，後の２地域すなわち「中山

間地域」の意味で用いているが，この「中山問地域」は林野率が５０％以上で耕地率が２０％以下の

市町村（１ ，７９３市町村）であり ，全国合計に対して面積で６９％，耕地面積で４２％，林野面積で８１％
，

世帯数で１３％，農家数で４２％，林業従事世帯員数で７７％を占めている 。日本の農山村は日本列島

の中央山脈地帯，都市と平場農村の後背部にあ って，河川の上流 ・森林（水源）地域を形成し ，

国土 ・環境 ・景観の保全や，国民の保健 ・休養など，国民生活の質に広大な影響を及ぼしている 。

　世界の木材の利用状況をみると ，開発途上国では薪炭用材としての利用が木材消費量の７５％を

占めているが，これに対して先進国では産業用材（丸太製材合板木材パルプチ ソプなと）と

しての利用が木材消費量の８９％を占めており ，薪炭材の比率は１１％にすぎない。世界的にみて林

業はいまだ採取林業の段階にあり ，森林の更新ないし造林の技術はとりわけ開発途上国において

未確立であり ，実際，開発途上（熱帯）地域では森林減少面積に対する造林面積の比率は１２％に

すぎず，再生可能とされている木材資源としての森林資源は世界的にみて大きく減少している 。

　今日の日本は，木材の総需要量１億１ ，３７１万ｍ３（１９９５年），そのうち９８％が産業用材として，す

なわち製材用４４％，パルプ ・チ ップ用４０％，合板用１３％，その他２％として利用されている 。近

年は，大都市を中心に新設住宅の木造比率が低下し，また　般に素材の非木質化もすすんでおり
，

木材需要量は低成長期に入 って毎年ほほ瀬はいを続けており ，９０年以降は微減傾向となっ ている 。

しかし，木材は合板 ・集成材 ・パーティクルホードなとを含めて住宅用材を中心に，各種家具 ・

楽器 ・スポーツ用品，それに紙の原料などとして国民生活の全般に広く用いられており ，日本は

木材資源の重要性が最も高い国の１つとなっ ている 。

　日本の林業は今日 ，人工林の面積が１ ，ＯＯＯ万ｈａ（全森林面積の４１％）を越え，森林蓄積は針葉

樹・ 人工林を中心に３４ ．８億ｍ３（１９９５年）で，毎年７ ，ＯＯＯ万ｍ３ずつ増大しており ，世界的にみて最

も発達した育成林業の段階に入 っている 。しかし，一方では木材総需要量の７９％を海外からの輸

入材に依存しており ，また他方では国産材の伐採面積は１９７５年の３６ ．Ｏ万ｈａ から８５年の２９ ．１万ｈａ，

９５年の１５ ．８万ｈａへと減少し，さらに人工造林面積は同じく２２ ．９万ｈａから１０ ．６万ｈａ，
５． Ｏ万ｈａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０６）
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へと一層減少しており ，間伐不足などによる森林劣化の問題を含めて，日本の林業は「持続可能

な森林経営」の状態からはほど遠い 。

　２　林業 ・農山村の外部経済効果

　（１）林業　農山村の国土　環境保全機能

　森林の国土　環境保全機能を「森林法」第２５条の保安林の目的に即してみると ，次の１１号，ほ

ぼ１７種類におよんでいる 。すなわち，¢水源のかん養，　土砂の流出の防備，　土砂の崩壊の防

備， 　飛砂の防備，（蔓）風害　水害　潮害 ・干害 ・雪害又は霧害の防備，　なだれ又は落石の危険

の防止，¢火災の防備，＠魚つき ，　航行の目標の保存，＠公衆の保健，０名所又は旧跡の風致

の保存，である 。今日の保安林の面積は，国有林 ・民有林の合計で９１２ ．５万ｈａ（実面積は８５７ ．２万

ｈ。） ，日本の全森林面積（２ ，５１５万ｈ。）の３６％（国有林面積の５５％，民有林面積の２８％）を占めている

が， その種類別構成は構成比の順に水源かん養（保安林）６８％，土砂流出防備２２％，保健６％な

どとなっ ている（１９９６年）。

　森林の国土 ・環境保全機能は，以上にとどまるものではなく ，この他に大気の浄化（二酸化炭

素の吸収と酸素の供給），気侯の緩和（気温の緩和，湿度の維持など），公害の防止（汚染物質の吸着 ，

騒音の防止など），その他の重要な働きがあることは周知のことであろう 。こうした森林の国土 ・

環境保全機能を森林生態系の活動と関連させて一覧すると図１のとおりであるが，ここではその

うち３つの機能についてみておこう 。

　（１）二酸化炭素の吸収 ・固定　近年，とくに地球温暖化の防止の観点から注目されている機能

が， 大気中の二酸化炭素の吸収 ・固定である 。森林を構成する樹木，草本などは，光合成によっ

て大気中の二酸化炭素を吸収し，固定している 。光合成によっ て造られた炭水化物は，樹木なと

を成長させ，樹木の葉 ・枝 ・幹 ・根に分配され，炭素が貯蓄される 。さらに，樹木の成長過程で ，

落葉 ・落枝が生じ，有機物の形で炭素が土壌に蓄積される 。このように森林は，二酸化炭素を吸

収・ 固定するとともに，これを貯留する場として重要な機能を果たしている 。日本の森林は，日

本のエネルギー消費によっ て排出される年問３億１ ，８００万ｔ（１９９０年）の二酸化炭素（炭素換算）の

うち ，約２割に相当する５ ，４００万 ｔを吸収 ・固定している（１９９２年度 ・林業白書）。

　（２）水源かん養　森林に降 った雨はまず林冠で遮断され，一部分はそのまま蒸発するが大部分

は地表に達し，地表を流れたり地中に浸透したりする 。優良な森林の場合，地表には落葉枝が堆

積して地表の水の流れを妨げ，また土壌はすき問が多く柔らかい団粒構造が発達しているので水

がよく浸透する 。したがって，健全な森林では，地表を流れる水の割合が小さくなり ，降雨直後

に河川が急増水することは少なく（洪水の緩和），また地中に浸透した水が徐々に流出するため ，

河川は洞れにくい（渇水の緩和）。 森林の水源かん養機能は，林地の保水（貯水）力によっ て，一

方では洪水流量を減らし，他方では渇水流量を増やして，河川の流量を平均化する点にあると言

えよう 。日本は欧米諸国と比較して，年降水量が多く ，降水は季節的に集中しており ，また山地

の傾斜が急峻で，河川は急流 ・短小であるため，国土の条件として洪水を起こしやすく ，また渇

水にもみまわれやすい。森林の水源かん養機能が，とりわけ日本で重要であるのは，このためで

ある 。

　ここで森林の保水（貯水）力についてみると ，１つの有力な推計によれば，国土の土地利用別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０７）
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　　　　　　　（出所）只木良也 ・吉良竜夫編『ヒトと森林（森林の環境調節作用）』共立出版
，

　　　　　　　　　　 １９８２年，３７ぺ 一ジによる 。ただし，一部について，筆者が手を加えた 。

の貯水容量（１９７５年現在）は，森林４４４億ｍ３，水田８１億ｍ３，畑１４億ｍ３，原野等１億ｍ３，ダム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）（洪水調節目的のもの）２４億ｍ３，合計５６４億ｍ３であり ，国土の全貯水容量に対する寄与率は，森林

７９％，水田１４％，畑３％，原野等０％，ダム４％となっ ており ，森林の圧倒的な大きさとダムの

小ささが目立 っている 。森林がまさに「緑のタム」である根拠を示すものと言 ってよい 。

　（３）侵食 ・土砂流出 ・崩壊の防止　適切に管理され，健全な状態にある森林では，林冠 ・下層

植生 ・落葉層なとが地表を保護しており ，また土壌の団粒構造が雨水をよく吸収して，雨滴が直

接地面をたたいて土壌を侵食し，土砂を流出させるのを防いでいる 。また，発達した樹木の根系

は地層を緊縛し，土砂の流出と山崩れを防ぐ働きをもっ ている 。森林のこのような働きは，水源

かん養と並んで森林の国土 ・環境保全機能の中でも最も重要なものの１つである 。「森林の表面

侵食防止能力は非常に大きく ，わが国の傾斜１５度以上のところでの侵食土量は森林にくらべて裸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）地は５０倍，荒廃地は２００倍にもなるという 。」日本は欧米諸国に比べて，急峻な山地が多く ，地

質が複雑かつ脆弱であるだけでなく ，台風や豪雨などが多い気象条件の下にあるため，土石流や

地すべりなどの山地災害が発生しやすい。森林の土砂流出 ・崩壊の防止などの機能が，とりわけ

日本で重要なのは，このためである 。

　ところで，図１で概観される森林の環境保全的機能は，たんに森林が備えている自然の属性で

はない。今日日本の森林は基本的に人為の産物であり ，人工林では地ごしらえ ・植付け ・下刈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０８）
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り・ つる切り ・除伐 ・枝打ちなどの保育作業や問伐が行われ，天然林でも地域ごとの植生の相異

に応じて適切な森林施業（確実な更新を促すための地表のかき起こしや萌芽の問引き ，ノル　クスの除去

などの保育作業，後継樹の成長や景観の向上を図るための除伐や問伐など）が必要である 。また，各種

森林病虫害に対しては防除措置が必要であり ，さらに，森林の適切な維持 ・管理のためには林道

なと路網の整備や治山事業の推進が不可欠である。さらに，新しい森林区分による森林資源の整

備， すなわち育成単層林 ・育成複層林 ・天然生林にしても ，また「資源の循環利用」 ・「水土保

全」　「森林と人との共生」をそれぞれ重視する森林整備にしても（１９９６年度　林業白書），質量と

もに一層高次の森林施業が必要となろう 。このように今日日本の森林は莫大な生産基盤の蓄積や

人間労働力の堆積の産物であり ，したがって，上述の森林の国土 ・環境保全機能もたんに森林が

もっ ている自然の属性ではなくて，森林に投入された人問労働力による社会的産物であることが

明らかであろう 。

　以上のように，森林の国土 ・環境保全機能としてみたものは，実は林業の国土 ・環境保全機能

であり ，したがって林業の外部経済効果であると言うことができるが，こうした環境保全的機能

ないし外部経済効果は農業についてもみることができる 。農業の場合は，農産物の輸入自由化の

進展や地球環境問題の登場の中で，一方では例えば化学肥料 ・農薬の多投や畜産公害など，農業

の環境破壊的な側面が問題化し，他方では持続可能な農業として環境保全型農業が志向され，ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
た， 農業 ・農村の環境保全的機能が強調されるにいた っている 。農業の環境保全的機能は，水田

を中、Ｎこおおむね森林の場合と対応して把握されており ，両者とも最近は自然学習や芸術活動の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
対象，農山村文化の継承など，文化資源とも言うべき役割をも含めて把握されているが，ともあ

れ以上のような諸側面から林業 ・農山村の国土 ・環境保全機能は形成されていると言 ってよい 。

　（２）林業 ・農山村の外部経済効果

　日本経済の低成長下，林業の構造不況業種化と農山村の過疎化が深まる中で，これまで林業 ・

農山村が形成してきた国土 ・環境保全機能の「持続可能性」が危倶されるようになり ，林業　農

山村が日本経済に及ぼしている外部経済効果が注目されるようになっ た。 しかし，現状では林

業・ 農山村の外部経済効果はいまだ全体的に把握されているとは言えず，また，その貨幣的評価

となるとさらに不十分な水準にととまっ ている 。表１は森林の「公益的機能のうち，代替法によ

る評価が可能な」６つの機能について林野庁が試算したものであり ，表２は田畑がもつ公益的機

能の評価額を二菱総合研究所が同じく代替法によっ て試算したものである ・

表１　森林の有する公益的機能の評価額（年問）　　（１９９１年）

機能の種類 評価額（億円） 備　　　　考

水資源かん養 ４２ ，６００ 森林土壌による地下水貯留量

土砂流出防止 ７９ ，８００ 森林により抑止されている流出土砂量

土砂崩壌防止
１， ８００ 森林により抑止されている崩壊土砂量

保健休養 ７６ ，７００ 森林レクリエ ーシ ョン投下額

野生鳥獣保護 ６， ９００ 鳥類による森林被害の軽減額

酸素供給 ・大気浄化 １８４ ，２００ 森林による酸素供給量

合　　　　　計 ３９２ ，０００

資料）林野庁業務資料
＜出所〉　中山問地域対策研究会編著『中山問地域対策ハノトフソ ク』大成出版杜 ，

　　　１９９５年 ，２０，２４６ぺ一ジ 。

　　　　　　　　　　　　　（２０９）
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表２　田畑がもつ公益的機能の代替法による評価額（年間）
単位（億円）

機　　　　能 便　　　　　益
評　　価　　額

水田 畑 計

洪水防止機能 洪水被害の軽減 １９ ，５２７ ３， ８８１ ２３ ，４０８

水資源酒養機能 河川流況の安定化及び安価な地下水の供給 ７， ３９８ ２３６ ７， ６３４

土壌侵食 ・土砂崩壊防止機能 土壌侵食や土砂崩壊による被害の軽減 ４７２ ５５ ５２７

土壌浄化機能 食物残澁等の廃棄物処理費用の軽減 ４５ ３７ ８２

農村景観 ・保健休養機能 都市住民訪問による価値 １７ ，１１６ １４ ，５８１ ３１ ，６９７

大気浄化機能 大気汚染ガスを吸収し大気を浄化 １， ７１７ １， ４６５ ３， １８２

合　　　　計 ４６ ，２７５ ２０ ，２５５ ６６ ，５３０

　　　　　参考）

　　　　　
１． 水田の持つ公益的機能のヘドニッ ク法による試算評価額 ：１１兆９千億円／年（平成２年時点）

　　　　　
２． ヘドニッ ク法 ：環境の質が地価や賃金などに影響を与えることを利用し，地価や賃金から環境

　　　　　　　　　　　　の質の価格を推定する方法 。

　　　　　３ ．主として１９９３年度のデータによる 。

　　　　　資料）三菱総合研究所委託査調査
　　　　　〈出所〉　同前，１８ぺ 一ジ 。

　表１によれば，森林の外部経済効果は評価額の大きいものから順に，酸素供給 ・大気浄化１８ ．４

兆円，土砂流出 ・崩壊防止８ ．２兆円，保健休養７ ．７兆円，水資源かん養４ ．３兆円，野生鳥獣保護０ ．７

兆円，合計３９ ．２兆円（１９９１年）となっ ている 。この評価額合計は同年の国内総生産額４５２ ．０兆円の

８７％に相当し，そのうちの林業生産額７ ，２６２億円の５４倍，同年の林業関係（一般 ・特別両会計）予

算総額１ ．２兆円の３２倍に相当する 。また表２によれば，農地（水田 ・畑）の外部経済効果は同様に
，

農村景観 ・保健休養３ ．２兆円，洪水防止２ ．３兆円，水資源かん養Ｏ ．８兆円，大気浄化０ ．３兆円，土壌

侵食 ・土砂崩壊防止Ｏ ．１兆円など，合計６ ．７兆円（１９９３年）となっ ている 。

　ここで参考までに，この両試算から「中山問地域」の農林業の外部経済効果を試算しておくと

（全国に対する中山間地域の耕地面積の比率を４２％，林野面積のそれを８１％として），森林は３１６兆円，農

地は２８兆円，合計３４４兆円と算出される 。この中山問地域の農林業の外部経済効果３４４兆円は
，

１９９１年の国内総生産額（４５２兆円）の７ ．６％，そのうちの農林水産業生産額１０ ．４兆円の３ ．３倍，同年

の農林水産業関係（一般会計 ・財政投融資）予算総額２ ．０兆円の１７倍に相当している
。

　林業 ・農山村の外部経済効果は，その貨幣的評価の計測がいまだ不十分であり ，また部分的な

評価にととまっ ている 。しかし，林業 ・農山村が生みだしている外部経済効果は，以上の諸数値

からだけでも明らかなように，莫大なレベルのものであり ，国民経済的にみて無視してよい問題

ではない。そこで，ひとまず問題の焦点を林業において，その外部経済効果をめくる経済的問題

を考察すれば，次のようになろう 。

　育成林業は本来，植林 ・保育 ・間伐 ・主伐などの林業生産過程が適正に営まれ，その生産に必

要な費用が木材価格によっ て実現されているかきり ，「持続可能な森林経営」が行われていると

言っ てよく ，森林の国土 ・環境保全機能は林業の外部経済効果として，いわは無償で全社会に供

給されると言ってよい。しかし，日本経済の「高度成長」の結果，採取林業の産物である外材へ

の依存によっ て木材価格は低下し，その水準は日本の国産材の生産価格を下回るようになっ た。

また，都市 ・商工業と農山村 ・農林業との不均等発展は，農山村の労働力を都市に流出させ，農

山村を過疎化し，こうして林業の不採算化と農山村の過疎化にともなっ て植林や保育，問伐なと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１０）
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の施業の粗放化，さらには放置が広がり ，そのため森林が国土 ・環境を保全する機能（大気浄

化・ 気候緩和 ・災公害防止 ・水源かん養 ・保健休養など）は弱体化し，国民生活の質的水準が低下す

る見通しとなっ た。

　そこで，まず森林の国土　環境保全機能を回復するためには，木材価格が国産材の生産価格水

準を回復し，日本の林業の不採算性が解消され，従来の標準的な森林施業が十全に行われること

が必要な条件である 。さらに，都市経済の発展は従来よりも ，より高い国土環境の質的水準を求

めており ，そのためには新たな，より集約的な森林施業（例えは，複層林の育成長伐期化伐採の

小面積化と分散化など）が必要となるが，それには新たな費用の追加が必要となろう 。

　さて，森林の施業 ・管理の現状を適正な水準に回復させ，さらに新たに必要な集約的施業を実

施することが今日の市場経済の価格メカニズムによっ ては実現できないとすれば，その解決策は

とのようになるのであろうか。その基本方策は，「持続可能な森林経営」の生産価格を実現する

よう ，森林の外部経済効果の範囲内で，その費用を杜会的に負担していく以外にはないが，問題

はその社会的費用をどのような形で負担していくかである 。

　（１）最も基本となるものは，国庫による負担である 。例えば，「森林交付税」の創設も１つの

形であろう 。その理由は，¢森林の国土 ・環境保全機能は，との流域に居住していても国民とし

て等しく享受するべき基礎的な生存条件である 。　林業の外部経済効果を適切に維持するために

は， 林業生産が適正に経営されることが必要十分条件である 。　森林が公共財の性格をもつ以上 ，

　の条件の形成は国家の国土政策（農山村地域政策）と林業政策の役割である 。＠公共財としての

森林が，一国の資本王義的国土利用において，その耕境（最劣等地）の圏外におかれている以上 ，

その圏内への編入は国家の助成によっ て行われる以外にはない 。

　（２）上流 ・農山村地域と下流 ・都市地域との問で，流域の条件に応じてさまざまな形の協力関

係が形成されてよい。¢農山村地域の自治体と都市地域の自治体との間で，水源林の造成などを

めくっ て下流域の自治体に，基金 ・負担金 ・賛助金なとが設けられる 。　下流の企業から発生す

る社会的費用や，企業が受け取る林業の外部経済効果が，ある範囲で特定できるならば，企業に

よる費用分担もありうる 。　個人，あるいはその集団によるボランティア活動やＮＧＯなどの活
　　　　　　　　　　　　　８）
動も展開されてよいであろう 。

　３　資本主義と森林　　森林国有の意義

　（１）森林国有の必要性

　林業には，採取林業と育成林業の２種類の林業があるが，このうち育成林業は生産期問が例え

ば７０年のように超長期の期間を必要とする 。したがって，規則的な収穫が保続する経営を行うた

めには大面積の森林が必要となる 。例えば，伐期を７０年として ，毎年２０ｈａずつ伐採と植栽を行

い，“持続可能な”経営を行うためには ，１ ，４００ｈａの森林が必要である 。このように，育成林業

は， 資本主義的経営に適合的であるとは言いがたい 。

　古来，文明の盛衰は一面では森林破壊の拡大の歴史であ ったが，文明（産業）の発展は採取林

業による森林の破壊をますます拡大し，育成林業の形成によっ て森林資源の再生が図られる方向

には容易にすすまなか った。また，農民の窮乏も森林にとっ てしばしば破壊的であ った。こうし

たことから資本の本源的蓄積と近代国家の形成期には，それぞれの国で多かれ少なかれ国有林の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１１）
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形成がみられた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）　森林国有化の必要性は，経済学でも早くから問題とされたが，その基本的な視角は森林＝林業

の（１）林産物を供給する機能，およぴ（２）国土 ・環境を保全する機能の２点に即したものであ った 。

すなわち，例えば ，

　（１）「長い生産期問（それは相対的に小さな範囲の労働期問しか含んでいない），したがってまた長

い回転期間は，造林を不利な私経営部門にし，したがってまた不利な資本主義的経営部門にする 。

たとえ個々の資本家に代わ って結合資本家が現われるとしても ，資本主義的経営は本質的には私

経営なのである 。耕作およぴ産業一般の発達は昔から森林の破壊に非常に活動的に現われてきた

のであ って，これに比べれば，耕作や産業が逆に森林の維持や生産のためにや ってきたいっさい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）のことは，まっ たく消えてなくなるような大きさのものである 。」「森林の合理的経営は資本主義

の増殖の欲求と一致しない。資本が森林を支配しているところでは，これを破壊している 。何故

かというに，優良なる森林経営は資本主義的価値増殖欲求と一致しない。それは資本の最も急速
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）なる回転を要求する 。だが，森林経営においてはそれは著しく緩慢である」。

　（２）「森林はまっ たく ，一国の居住，肥沃度，気侯，水利の均勢，水流の増減の調節，山地お

よぴ海岸における耕地の保護等々に対して重大なる意味を有し，したがって，その無謀なる荒廃

は土地耕作にとっ てきわめて重大なる損傷をもたらすものである。それゆえに，しばしば諸国家
は， 賃銀労働者の労働力と同様に森林をも資本による濫費から保護するに至らしめられることが
　　１２）
あっ た。」「資本主義的生産方法が発達するほど，合理的な水利経営は必要となる ，何故かという

に， 資本主義的生産方法は他のいかなる方法よりもはなはだしく ，伐採，沼地の乾燥，湖面の低
下， 水道，運河設備，河川の改修，堰止設備，等によっ て， 水利の自然的に与えられたる状態に

手を入れて行く 。……水利の問題は，他のいかなる場合におけるよりも全体利益に個別利益が一

致しない・　　その水源地域の部分において河川がそこの持主に対してのみ役立つことは，さら

に川下の方に住む人々にとっ ては荒廃的の結果をもたらしうる 。合理的水流経営とは，一の河川

の全領域を計画的に統一的視点によっ て管理することである 。そして，これは，その場合森林経

営と手をたずさえて進まなければならぬであろう 。…… ブルジ ョア国家の国家経済がいかに危険
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）なものであれ，…… 水利や森林については，それは，今日においてすでに私経営に勝っている 。」

　（２）国有林の今日的条件

　森林国有は，一国の林業生産活動を通じて差額地代を国庫に帰属させ，「国家の富裕」を生み

だし，つねに森林の保続（持続可能性）を実現し，あわせて国土 ・環境を保全する役割を果たし ，

国民経済に大きな外部経済効果をもたらすかにみえる。しかし，現代の森林国有の条件は，そう

した状態が幻想的にみえるほどに苛酷であり ，日本の国有林にも「土地を，共同的永久的所有と

して，入れ替わ って行く人間世代の連鎖の手放すことのできない存在 ・再生産条件として，自覚

的合理的に取り扱うことに代わ って，地力の搾取や乱費が現われ」（前掲ｒ全集（２５ｂ）』（資本論皿

ｂ）１０４０ぺ 一ジ），国土と環境は荒廃した 。

　（１）第２次大戦期，国家総動員体制の下，軍需用材の激増と外材輸入の減少の中で，国有林を

はじめとして，植民地林業を含めて，「軍事的略奪伐採」が展開され，伐採と植栽の不均衡は拡

大の一途をたどっ た。 その結果は，戦後の木材資源危機であり ，治山 ・治水の破綻など国土 ・環

境の広範な荒廃であ った 。（２）戦後，高度成長期の国有林野事業は，建築用材 ・パルプ用材の需

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１２）
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要の激増に対応して，標準年伐探量をはるかにこえる木材増産を推進し，貴重な森林生態系を破

壊し，林地を荒廃させ，山地災害をひきおこした。また，（３）戦後の国土開発政策は，ダム開発

や観光開発やゴルフ場開発によっ て， 森林破壊だけでなく ，湖沼 ・河川 ・海域の環境的諸条件を

破壊し，都市圏の拡大によっ て都市近郊林や里山林を減少させ，都市環境を悪化させた 。

　このように現代国家の「危険」性はきわめて大きいが，しかし，日本の国有林における森林の

国有 ：国営の必要性の根拠は明確であり ，これを私有：私営にゆだねてよい根拠は薄弱であろう 。

先述のように，日本の国土は地勢は急峻，河川は急流 ・短小であるが，森林面積の３１％を占める

国有林は日本列島の脊梁山脈に位置し，奥地林を形成している 。いま標高別の森林分布をみると ，

国有林の７７％は標高４００ｍ以上の高地に位置し，民有林の６０％は標高４００ｍ以下の低地に位置し

ている 。

　（１）国有林は日本の奥地 ・水源林地帯に位置し，それゆえその国土 ・環境保全機能は日本の森

林の中でも特に重要である 。そのため，国有林の６２％（４７５万ｈａ）は保安林や自然公園の特別地

域なとで森林施業が制限されているが，こうしたことは私有＝私営ではまず実施困難である 。（２）

林産物を供給する経済的機能からみれば，国有林は日本の森林の中で劣等地に位置していると言

ってよい。しかるに，国有林は国産材（木材自給率２１％）の２３％を供給しており ，国際的なきびし

い価格競争の中で軌帯林なと再生困難な森林資源の保全と ，先進国における育成林業の展開に大

きな役割を果たしている 。こうした地球環境問題の改善を進める「持続可能な森林経営」を ，一

国の劣等地において私有＝私営の形態で行うことはきわめて困難である 。（３）国有林はその事業

を展開するために地元農山村から労働力を雇用し，国有林の２５％（１８７万ｈ。）に地元農民のため

に共用林野（山菜 ・きのこ ・自家用薪などを採取できる）などを設定し，またその林道は公道と一体

となっ て地元住民に活用されるなど，奥地 ・農山村地域の振興に大きな役割を果たしている 。国

有林のこうした役割は，過疎山村に日本型「条件不利地域対策」が欠落している今日 ，不可欠の

施策として一層充実されるべきであろう 。

皿　９０年代日本の林業 ・農山村

　１　農山村の過疎化と林業 ・森林

　（１）構造不況下の林業 ・農山村

　日本の林業はこの１０年，構造不況の度合いをさらに深めている 。まず木材需要は，日本経済の

低成長下，おおむね１億１ ，ＯＯＯ万ｍ３で横ばいであるが，一方，木材供給は外材支配体制の下，米

材への依存をつよめている 。いま国産材の供給量をみると ，１９７５～８５年ではほぼ３ ，５００万ｍ３ を維

持していたが，８５～９５年には３ ，５３７万ｍ３ から２ ，４３０万ｍ３へと３１％減少し ，木材自給率は３７％から

２１％に低下しており ，国産材素材価格（すき　中丸太）はこの問，平均１４％下落している 。

　「１９９０年世界農林業センサス」によれは，日本の林家は２５０９万戸，うち農家は１５９５万戸 ，林

家以外の経営体が３５４万事業体であるが，これを８０年センサスと比較すると ，林家数はほほ横は

い， 林家以外の経営体が１８％増加しているのに対して ，農家林家は８０年の１９８１万只から ，この

１０年間に３８６万戸 ，１９％減少している 。１９８５～９５年の林業経営の条件の変化をみると ，スキの山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１３）
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元立木価格は２３％下落しているが，一方，伐出賃金は約４０％，苗木代は２０％余上昇し，この問 ，

林業所得は３１％減少しており ，林業経営の収益性は長期的に低下傾向にある（１９９６年度　林業白

書）。 こうした中で，日本の林業 ・農山村の担い手である農家林家（その９８％は，保有山林規模２０ｈ。

以下の小規模 ・零細林家である）が大きく減少しているのである 。

　新過疎法による過疎地域市町村の数は１ ，２０８団体，全国の市町村総数に占める割合は３７％
（１９９６年），その概況をみると ，人口は７７７ ．８万人（全国総数に占める割合は６％），面積は１８ ．２万

ｋｍ２（同前・・％），１団体当たり平均人口は６
，・３９人（全国のそれの約・分の１）であ岩１また

，世帯

数（１９９５年）は，２５１５万世帯（全国総数に占める割合は６％）である 。（ちなみに，農水省の山問農業

地域の世帯数は１４２８万戸 ，中間農業地域のそれは４０２８万戸 ，合わせて中山間地域のそれは５４５６万戸であ

る。）

　過疎地域の産業別就業人口の構成比は，第１次産業２４％，第２次産業３１％，第３次産業４５％で

あり ，全国総数と比べて第１次産業の割合が大きく（全国のそれは６％），その分だけ第３次産業

が小さくなっ ている 。その第１次産業については，農家戸数が８１６万戸（全国総数に占める割合は

２４％ ，１９９５年），林家戸数は６７ ．７万戸（同前２７％，１９９０年）であり ，農家戸数の減少率（１９７０～９５年）

が３７％で全国のそれ（３６％）とほぼ同率であるのに対して，林家戸数の減少率（１９７０～９０年）は

２２％と ，全国のそれ（２％）と異な って大きく減少している点が注目される 。また，林家戸数は

１９８０～９０年では ，１６ ．Ｏ万戸，１９％減少している 。過疎地域でも山村農民（農家林家）が大きく減

少し，非過疎地域では非農家林家が増大しているとみられる 。（なお，前述の地域区分では，山問農

業地域の農家数は４５ ．１万戸，中問農業地域の農家数は１１７ ．６万戸，中山問地域の農家数は１６２ ．６万戸である 。）

　今日 ，「過疎地域は全国より約２０年も先行した高齢化社会」（１９９６年度 ・過疎白書）となっ ている
が， １９８７年からは人口の自然減少が続いており ，１９８５～９５年に全国の人口は３ ．７％増加したが

，

過疎地域の人口は１０ ．１％減少しており ，その中で第１次産業就業者は１３２ ．９万人から９５ ．４万人へ

２８％減少している 。森林を日常生活の中で維持 ・管理してきた農山村社会の機構と担い手が衰退
し， 林業の危機的状態が広がり ，森林資源の慢性的な荒廃がすすんでいる 。

　（２）森林荒廃の新たな特徴

　日本の森林面積は２ ，５１５万ｈａ，その構成はスギ ・ヒノキなどの人工林が４１％（１ ，０４０万ｈ。），広

葉樹を主とする天然林が５３％，無立木地などが５％となっ ている 。日本の森林は大部分が再生可

能な資源であるが，しかし，その多くは適切な育林作業を長年月にわた って積み重ねて，はじめ

て実現されるものである 。今日 ，日本の緑をめぐる最大の問題は，山村 ・農山村の過疎化が深ま
り， 林業の構造不況がすすみ，その中で林業が，すなわち育成林業が正常に営まれなくなっ てい

ることである 。

　（１）外材体制の下で日本の森林の伐採面積は減少しているが，それ以上に人工造林（再造林 ・

拡大造林）面積が減少し，未造林地として放置される林地が拡大している 。いま民有林の場合を

みると ，その伐採面積は７５年の２３ ．５万ｈａから８５年の１８ ．３万ｈａ， ９５年の８ ．９万ｈａへと減少して

いるが，人工造林面積は同様に７５年の１７ ．Ｏ万ｈａから８５年の８ ．１万ｈａ， ９５年の４ ．５万ｈａへとさら

に一層減少しており ，伐採面積に対する植栽面積の割合は７５～８５年には７０％台から４０％台へ減少

し， ８５～９５年ではおおむね４０％台で低迷している 。こうした伐採と植栽との不均衡の拡大ととも

に， 下刈り ・つる切り ・除伐 ・枝打ちなどの保育作業の粗放化や放棄が広がっている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１４）
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　（２）問伐の減退や粗放化も深まっ ている 。１９８５年は緊急対策が実施されたが，しかし，民有林

で問伐が実施された面積は２６ ．３万ｈａ， 問伐を必要とする面積の７割に満たない水準であ った

（１９８６年度 ・林業白書）。 そして ，１０年後の１９９５年は民有林の問伐実施面積は２１ ．５万ｈ ａ， ．問伐対象

齢級の人工林に対して５割程度と試算されている（１９９６年度 ・林業白書）。 また，問伐材のうち搬

出利用されずに林内に放置されたもの（伐り捨て間伐）の割合は，８５年の４５％（１６３万ｍ３）から９５

年の５１％（１９４万ｍ３）に増大している 。問伐は，立木密度を調整し，林内に適度の光を入れるこ

とによっ て， 病虫害や気象害をうけにくい優良な林木を育成し，また下早の発生を促して表土の

流出を防止するなど，森林の国土 ・環境保全機能を高め，健全な人工林を育成する上で重要な作

業である 。この問伐作業が減退し，伐り捨て問伐が広がっている 。

　（３）農地の耕作放棄と荒廃もすすんでいる 。９５年の経営耕地の耕作放棄地率（都府県）は，平

均４ ．７％，うち中山問地域は６ ．７％と高く ，なかでも畑は山問農業地域が１５ ．６％，中問農業地域で

１３ ．２％ときわだ って高い。中山問地域では，「近年，棚田 ・段々畑等での耕作放棄地の増加がみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
られ，環境の劣化やさらには災害防止等の国土保全機能の低下」が問題となっ ている 。

　山村 ・農山村の過疎化は，たんに耕作放棄や造林放棄，若齢林の保育作業の放棄や間伐の放棄

にとどまらない。農山村の過疎化の深まりはさらに，森林の過半を占める天然林を含めて，かつ

ての農山村の日常生活の一環としての山まわりや倒木 ・損木の防除や防火など，要するに地域全

体としての森林をめぐる日常的な保護 ・管理や最小限の配慮を広範に粗放化し，解体させている 。

こうした事態は，たんに “来るべき国産材時代”に向けて，市場性のない劣質な林木を生みだす

だけではない。こうした事態は総じて，森林を劣弱な林木で過密にし，下草の消滅や表土の流出

をもたらし，森林生育の活力を弱め，土砂崩壊や雪害，風害，あるいは病虫害や林野火災などへ

の抵抗力を弱め，こうして森林と国土の荒廃がすすみ，森林が果たすべき公共的機能（国土 ・環

境保全機能）はいま ，大きく停滞し，衰退しつつある 。

　１９９６年度の過疎白書は，過疎地域では「森林，農地等を農林業の営みのみによっ て， その公益

的機能を従前どおり維持していくことは困難な状況」もあるとして，「森林，農地等の公益的機

能を確保していくための新たな手法も検討していくことが必要」としているが，早急に必要なの

はその具体策である 。

　２　国土開発の展開と森林 ・農山村

　１９８０年代，日本の国土開発政策は３全総（１９７７年）から４全総（１９８７年）へと展開し ，その基本

方向は人問居住の総合的環境の形成（定住構想）と地方圏（地方都市とその周辺農山漁村）の優先に

代わ って，「世界都市」東只を中心とする大都市の再開発　再編成とそのための高速交通体系の

全国的開発 ・整備の推進へと ，大きく改変された。この基本方向は８０年代半は以降，東只湾や大

阪湾の大規模開発プロジェクト ，および東京湾横断道路 ・明石海峡大橋 ・整備新幹線などの推進

によっ て新たな「日本列島改造」ラ ッシュを展開したが，こうした各種規制緩和による「内需拡

大」と「民活」型国土開発　　その農山村版がいわゆるリソート開発であ った 。

　（１）　リゾート開発と森林 ・農山村

　「総合保養地域整備法」（リゾート法，１９８７年）は，「良好な自然条件」をもつ相当規模の地域

（８８～９４年の基本構想承認４１地域の平均で約１５万ｈ。）で ，リソート開発を「民間事業者の能力の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１５）
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に重点を置きつつ促進する」ものであり ，そのため税制 ・金融上の優遇措置がとられ，基盤整備

も地方自治体によっ て負担された。リソート開発は，農林業の衰退と地方産業の空洞化の中で
，

およそあらゆる種類の大企業が参入し，過疎対策や地域振興策に行き詰まる地方自治体を巻き込

んで，広範な地域で展開された（上記４１の特定地域の総面積は６２８万ｈ。， 国土面積の１７％におよんでい

る）。

　その整備地区における主な施設は，ゴルフ場 ・リゾートホテル ・スキー場（山岳地帯） ・マリー

ナ（海浜地帯）などであ ったが，その中でもゴルフ場の開発ラ ッシュ はすさまじく ，高度成長の

初期，１９５６年に７２箇所であ ったゴルフ場は，７０年代前半の列島改造期に次ぐ今次のブームで，９０

年には既設１７０６，造成中３２５，計画中９８３，既設 ・造成中だけで２０３１箇所（面積約２０万ｈ。）にのぼ

った 。

　コルフ場は敷地面積が１ＯＯ～１５０ｈａで，全国的にみて里山を中心に開発され，大面積の森林が

伐採され，山は削られ，谷は埋立てられ，水系は切断されて，森林生態系は広範囲に大きく破壊

された。その開発は，林地の水源かん養機能や浄水機能，土砂流出防止機能を破壊し，地形や水

系を破壊することによっ て， 広範な下流域に洪水や渇水，水質汚濁，山崩れや土石流など山地災

害の危険を増大し，また，農薬 ・化学肥料の散布によっ て， 大気 ・土壌 ・河川 ・地下水を広範囲

に汚染してきた。こうした コルフ場開発やスキー場の開発による国土 ・環境破壊，自然破壊は ，

それに反対する各種の自然保護運動によっ て， さまざまに告発されてきたところである 。

　“バブル経済”崩壊後の９２年，重点整備地区の指定を受けた３５道府県のうち ，２３道県で進出企

業の撤退や環境保護運動の高まりによっ て， 計画の一部が中止，あるいは規模の縮小に追い込ま
れ， 翌９３年にはリソート法の “運用の見直し”を検討していた国土庁の総合保養地域整備研究会

から最終報告が提出された。その内容は，それまでの民問主導で画一的な大規模リゾート開発に

代えて，地域の自然 ・景観 ・文化なとを生かした小規模な農山漁村型なと ，多様なリソート整備

を自治体中心で進めることを求めるものであ った。それ以降は，「環境 ・交流重視型」リゾート

ないしは「グリーン ・ツーリズム」への転換が図られているが，ともあれ今次のブームも列島改

造期のそれと同様に，森林と農山村に大きな爪痕を残すことになっ た。

　（２）都市の廃棄物と森林 ・農山村

　今日の廃棄物は，一般に処理費用の高い地域から低い地域へ，豊かな地域から貧しい地域へと

移動し，国際的には先進国から途上国へ，国内的には都市（商工業）から農山漁村（農林漁業）へ

と移動する 。日本の高度成長期には，臨海地域の重化学工業が主な公害の発生源であり ，被害も

その周辺域に限られていたが，低成長下の今日では，公害 ・環境破壊は多様化し，その被害も遠

隔地化し，広範囲化している 。そうした環境破壊の１つとして，農山村，とくに渓谷のある里山

が都市の産業廃棄物の処分場となっ ている 。

　今日の廃棄物量は，一般廃棄物（こみ）については年間の排出量５ ，０３０万ｔ，最終処分量１ ，４９６

万ｔ，産業廃棄物については年間の排出量３億９ ，７００万ｔ，最終処分量８ ，４００万ｔとな っている
（１９９３年）。 そして，最終処分場については，　般廃棄物のそれは２ ，３２１箇所，残余年数（最終処分

場として利用できる年数）は全国平均で８ ．１年分，首都圏では５ ．０年分であり（１９９３年），産業廃棄物

のそれは安定型が１ ，６３９箇所，管理型が１ ，０１１箇所（１９９４年），残余年数は全国平均で２ ．３年，首都

圏では０８年となっ ている（１９９７年版 ・環境白書）。 このように廃棄物の問題は産業廃棄物のそれが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１６）
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はるかに深刻であるが，ここでの問題はその地域性である 。

　廃棄物の排出量は首都圏なと大都市ほと多く ，その処分量は山村なと地方ほと多い。廃棄物は

広域的に移動するが，とくに産業廃棄物は都道府県の境をこえて広域的に移動する 。産業廃棄物

の県境越え移動は年間１ ，５００万ｔをこえ ，「入超県」は１８県におよんで東北 ・北陸の諸県が目立 っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）ており ，地方が大都市の産廃を引き受ける構造となっ ている 。

　こうした中で農山村が都市の廃棄物の最終処分場，あるいは中問処理場となっ ており ，水源汚

染をはじめとして国土 ・環境上の大きな問題となっ ている 。１９９１年の厚生白書によれは ，「最終

処分場の確保が困難なこと等を背景として，廃棄物が山林，原野等に捨てられる事件が発生して
　１７）

いる」が，不法投棄された産業廃棄物は１９９４年には１１１万ｔにのほ っている 。その種類は建設廃

材８４％，汚泥９％，廃プラスチ ック５％などであり ，不法投棄の場所は山林 ・原野６１％，道路 ・

空き地１０％，水田 ・畑１％などとなっ ている 。また，一般廃棄物（ごみ）の埋立処分地の数を地

域別にみると（１９９３年），山間１ ，６２１（７０％） ，平地６４２（２８％），水面 ・海面５８（２％），計２ ，３２１箇所

　　　　　１８）
となっ ている 。

　産業廃棄物の処分場や不法投棄にかかわ って，全国で５００をこえる自治体で住民の反対運動が

起こっ ている 。その中で豊島（香川県土庄町）の産廃問題は，数少ない海浜地域の事例であるが ，

今日の日本がその基本姿勢を問われている最大の問題となっ ている 。そして，農山村地域では御

嵩町（岐阜県）の産廃処分場の建設問題など，数多くの問題が各地に山積しているが，そうした

中で例えば山添村や室生村（ともに奈良県）のように，ゴルフ場問題とともに，あるいはそれに

代わ って産廃問題に直面している町村も少なくないのである 。

　（３）大気汚染と森林 ・農山村

　地球環境問題の１つである酸性雨とそれによる森林被害は，日本でもこの１０年に大きく姿を現

してきた。まず日本の国内では，４全総は，首都圏 ・関西圏なとの大都市地域で大規模開発プロ

ジェクトを展開し，全国的な基幹交通体系の新たな開発を推進し，それによっ て自動車交通を ，

とりわけ大都市地域で増大させた。この１０年（１９８４～９４年）の自動車の保有台数と走行キロ 数の

推移をみると ，前者は４７％，後者は３９％増大しているが，これらは大都市地域と幹線道路に集中

しており ，それに応じて大気の窒素酸化物汚染を深刻化させてきた。自動車の排ガスは，Ｃ０２の

排出によっ て地球温暖化の１因となるが，他方ではＮ０２の排出によっ て呼吸器系疾患などの公

害の原因となり ，そしてＮＯｘの排出によっ て日本における酸性雨形成の主な原因物質を生成し ，

こうして森林被害の大きな原因となっ ている 。

　８０年代半ば，１例をあげれば関東地方北西部においてスギの立ち枯れ地域が発生し，それと酸

性雨との関連が指摘されたことがあるが，しかし日本にはいまだ酸性雨による森林被害はないも

のとされていた。しかし，９０年代に入 って，森林被害の全国的な広がりと酸性雨との関連はます

ます明白になっ ている 。林野庁の調査（１９９０～９４年度）によれば，都市近郊の平地スギ林，それ

に北海道 ・関東 ・中部 ・近畿などの山岳地帯でモミ ・ブナ ・ダケカンバなどの立ち枯れが広範囲

にみられ，また，日本海側でも山形県から島根県までナラを中心に広葉樹の被害が目立 ってきて

いる 。

　一方，環境庁の調査によれば，４年問（１９８９～９２年度）平均の水素イオン濃度指数（ｐＨ）は４ ．８

と欧米なみの酸性雨が続いているが，地域的には関東 ・関西の大都市周辺で数値が低く ，また ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１７）
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新潟をはじめとして日本海側の諸地域でも数値が低く ，酸性度が高くなっ ている 。そして，硫酸

イオン濃度は，日本海側の利尻 ・佐渡 ・隠岐 ・対馬などで毎年秋から冬にかけて高く ，酸性雨の

原因物質が大陸から季節風によっ て運ばれてきている可能性を示唆している。こうして，９４年に

は樹木の立ち枯れの原因が酸性雨にある可能性と ，その原因物質が日本の大都市に起因するだけ

ではなく ，大陸から遠距離移動している可能’性を初めて公式に認めるにいた っているが，今後は

中国などの石炭利用の増大によるＳＯｘ， ＮＯｘの排出量の増大と遠距離移動，越境酸性雨による

日本の森林 ・農山村への影響が大きな問題となっ てくるであろう 。

　３　国有林の現状と今後

　１９９６年度の林業白書は，「このまま現行改善計画に基づく経営改善努力を尽くしたとしても
，

　　国民の期待にこたえて，将来にわた って国有林野事業の使命を果たしていくことが困難とな

るおそれがある」として，国有林野事業改善特別措置法（１９７８年）にはじまるこの２０年問の「改

善計画」の推進について，自ら破産を表明した。つまり ，同法にもとづく改善計画の基本課題は ，

端的に言えは，人員削減など事業「合理化」の推進によっ て， 経営収支の均衡を達成しようとす

るものであ ったが，しかし，累積債務が３兆５ ，０００億円にた っして，大きく問題化するにいた っ

たからである 。ここから国有林野経営の解体論など，その在り方をめくる議論が続出しているが，

ここでは簡潔に改善計画実施の経過と帰結を確認し，国有林野経営の今後の基本方向に言及して

おこう 。

　（１）国有林野事業「改善計画」の２０年

　（１）まず組織の統廃合と人員削減は，現場を中心にすすめられ，１９７８～９６年に営林署は３５１か

ら２６４に ，森林事務所は２ ，３３３から１ ，２５６に ，伐出なとの事業所は１ ，２１４から７１に減少し，雇用人員

は７８～９５年に総数は６ ．５万人から１ ．７万人に，そのうち定員外人員（林業労働者）は３ ．Ｏ万人から

７， ＯＯＯ人に大きく削減されている 。その中で立木販売の推進と直営事業の廃止，造林事業の請負

化がすすめられ，森林の管理と施業が粗放化（ないしは放棄）され，地元雇用の削減などによっ

て， 山村の過疎化が促進された 。

　（２）立木伐採材積は７８～９５年に ，１ ，５８９万ｍ３ から６６４万ｍ３へと林木成長量を大きく下回 って

減少しているが，問題はさらに森林を再生させる施業の仕方にあろう 。国有林の森林更新面積は ，

同じ期問に１１ ．４万ｈａから６ ．８万ｈａへと減少しているが，その構成比の変化をみると人工造林は

３９％（４ ．５万ｈａ）から７％（０ ．５万ｈａ）へと減少し，天然更新は６０％（６ ．８万ｈａ）から９３％（６ ．３万

ｈ。）へと増大している 。人工造林は林地にスギ ・ヒノキなどの苗木を植栽して森林に育てるもの

であるが，天然更新は植栽を行わず，世代の交代を自然の力に委ねるもので，種子が自然に落下

して発芽し成長する場合（天然下種更新）と ，木の根株から芽生えて成長する場合（萌芽更新）と

がある 。改善計画は人工造林から天然更新への施業の転換を極限まで進めたが，その対象林地は

かつてのように広葉樹林ではなくて，針葉樹林であり ，天然更新の見込みはほとんどなく ，その

実態は施業の放棄であると言 ってよい 。

　（３）改善計画は，地元農林家による国有林野の地元利用を制限しつつ（共用林野は７８～９５年に
，

１８６万ｈａから１６５万ｈａに，２１万ｈａ減少している），一方ではリゾート開発など「民活型」開発のため

に国有地（林）の資産処分や貸付けをすすめ（同期問の国有地売払い金額は８ ，８００億円にのぼっている）
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１８）
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他方，都市住民に対しては水源税や入山料，分収育林など「受益者負担」の強化を図 ってきた 。

これらは総じて，国有林野の地元農山村地域の振興や国民共有の財産の保全と育成という観点か

らして，大きな後退であ った 。

　（４）以上のように，国有林野事業は，その使命とされている¢国土 ・環境の保全と形成，　林

産物の計画的で持続的な供給，　農山村地域の振興，のいずれの機能をも大きく後退させながら ，

組織の統廃合と人員の削減を徹底的に推進し，また国民共有の財産を大量に処分してきた。それ

にもかかわらず，国有林野事業はなにゆえに「改善計画」の基本目標である収支の均衡を実現で

きず，累積債務が３兆５ ，０００億円にも膨張してきたのか。その主要な原因は端的に言えば，林業

の投資利回りが１％にも満たない現状の中で（９３年度 ・林業白書によれば，スギの造林投資の利回り

相当率は，７５年４ ．１％ ，８５年２ ．１％ ，９２年Ｏ ．９％となっ ている），年度ごとの収支の赤字を借入金利（平

均）５ ．４％の財政投融資資金の借入によっ て補填してきたからであ って，今日の破産状態はこう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
した財政計画を基礎とした「改善計画」の，いわは予定された結果であると言わねはならない 。

　（２）国有林野経営の基本方向

　こうした現状をふまえつつ，国有林野経営の今後の基本方向は，とのようなものであるべきか 。

その要点は，次の４点であろう 。

　（１）国有 ・国営の必要性今日 ，国立公園内の森林や保安林など「自然維持林」（国有林野面積

の１９％）や「国土保全林」（同１９％）は環境庁に移管し，また都市の水源林は下流の自治体に売り

払い，各種経済林なと「森林空間利用林」（同８％）や「木材生産林」（同５４％）は民営化すべしな

どの意見があるが，何よりもまず国有林の分割 ・民営化論は成り立たない。なぜなら ，優等地の

民有林でも投資利回りは１％未満といわれる今日 ，劣等地の国有林で，現行の諸使命を担 った経

営を ，私的経営で実現できるはずがないからである 。無理な規制緩和を行 って売却処分にすれば ，

日本の奥地林は，はけ山か，コルフ場か，産業廃棄物の山になる可能性大であろう 。

　（２）独立採算制の廃止　現行の独立採算制を廃止し，国有林の公共性の維持 ・発展に必要な費

用の財源は，一般会計から繰り入れて公共勘定とし，収支を公開すべきである 。（累積債務は整理

計画をたて，国の一般財源によっ て別途処理する外はない。）林政審議会の中問報告（１９９７年）は，「流

域管理システム」を導入し，水道料金に上乗せして下流地域の住民が森林を維持する費用を負担

する「受益者負担」を提言しているが，森林 ・林業の外部経済効果が国民全体に及ぶものであり ，

また，その効果の享受がナシ ョナル ・ミニマムの一要素である以上，租税を財源とした一般会計

から補填するのが本筋であろう 。

　（３）統一的管理の必要性　「１９９４年の国際熱帯木材協定（ＩＴＴＡ，１９９４）」によっ て， 「２０００年ま

でに持続可能な経営が行われている森林から生産された木材のみを貿易の対象とする」という ，

地球環境保全上の重要な課題に応えるためには，国有林は持続可能な木材生産を行い，木材自給

率の向上に資するとともに，その国土 ・環境保全機能を全面的に発揮しなけれはならない。その

ためには，複数の省庁や地方自治体や私的企業などによっ て分割 ・管理されるのではなく ，統一

的に管理 ・運営されることが必要である 。何故なら ，今日の国有林の４つの機能類型において ，

木材生産林であ っても ，その外部経済効果（国土環境保全機能）は完全に発揮されなけれはなら

ず， また，自然維持林 ・国土保全林　森林空問利用林であ っても ，こく一部の例外を除いて木材

など林産物の生産は多かれ少なかれ必要であり ，こうしてそれぞれの森林類型において森林がも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１９）
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っている多面的価値を必要かつ十分に活用するためには，統一的管理が最適だからである 。

　（４）地元農山村の活性化　先述の中問報告は，造林 ・伐採など現業分野は民問に委託すべしと

しているが，国有林野の地元山村における林業労働の担い手不足と高齢化は，農山村と農業に比

べて一層深刻であり ，また森林組合などの作業組織も民有林地帯に比べて弱小であ って，長期か

つ安定的な事業の委託が可能かとうか，大いに疑問である 。今後，長期にわた って森林を管理し
，

森林に施業を行 っていくためには，また都市から森林ホランティアなとを受け入れるためにも
，

林業技術を体現し，継承していく最低限の労働者集団と労働組織が不可欠であり ，それらの育成

こそが国有林野経営の使命（その１つは地元農山村の活性化である）を果すゆえんであろう
。

１Ｖ　林業 ・農山村と内発的発展論

　１　緑資源をめぐる都市と農山村

　１９８０年代前半，日本の都市における緑の退行と生活環境の劣化の中で，都市住民は自然と緑か

ら切り離された日常生活を見直し，自然や緑とのかかわりを回復しようとする動きをみせはじめ

た。 実際，“緑ブーム ”がいわれ，森林浴やバード ・ウォッ チング，オリエンテーリングなどの

野外活動が広がり ，自然公園の利用者が増加し，各種の “ふるさと志向”も盛んになり ，また国

際森林年（１９８５年）も一契機となっ て， 」大都市でもさまざまな緑化計画がたてられはじめた
。

　その後，８０年代後半の “バブル経済”とリゾート ・ブームを経て，新たに地球環境問題が大き

くクロース ・ア ソプされてくる中で ，９０年代，都市住民の自然と緑への志向はようやく落ち着き
，

着実に疋着してきている 。平成不況の中で，コルフなと法人需要型や海外旅行など高額型のレジ

ャーは低迷し，余暇活動は “安 ・近 ・樂”志向が強いといわれているが，こうした中で自然公園

（国立公園 ・国定公園 ・都道府県立自然公園）の利用者は，１９８０～９５年に年問８ ．Ｏ億人から９ ．７億人へ

と２１％増加している 。また，１９８５～９４年の観光客数の動向をみると ，全国では年間１７ ．５億人から

２１８億人へと２４％増加しているが，その中で過疎地域を訪れた観光客は年問２７億人から３８億人

へと大きく４２％増加している 。一方，大都市の緑化については，この１０年一定の取組みがなされ

てきたが，現在の１人当たり都市公園面積（ｍ２／人，１９９５年）は，東京特別区２ ．８，横浜３ ．７，名

古屋６ ・４・京都２ ・８，大阪３ ．３，神戸１５ ．２，北九州９ ．Ｏ，政令指定都市平均５ ．３であり ，神戸を除い

て国際的な水準（例えば，ニューヨーク２０ ．５，ロンドン２５ ．６ ，パリ１１ ．８，ベルリン２７ ．４
，ローマ１１ ．４）か

らは，今日なおほど遠い。他方，国際的にみて弱小といわれる環境ＮＧＯの数は，この１０年に大

きく増加して全国で４ ，５０６団体（１９９５年）を数えるにいた っている 。

　（１）農山村における “村おこし”の形成と展開

　山村 ・農山村の “村おこし”は，高度経済成長の展開とともに農林業の崩壊と過疎化が進む中

で， １９６０年代初頭から８０年代の前半まで，“仕事おこし”を中心とする運動として形成され，地

域の生産と生活を守り育てつつ展開されてきた 。

　その先駆的事例をみると ，例えば，¢龍山村（静岡）では，森林組合（労務班）を中心に，森林

の伐出と造成の受託事業をはじめ，主婦のための山村工業の開設や住宅の生産 ・販売への進出な
ど， 多面的な仕事づくりによっ て“過疎への挑戦”を展開し，　大迫町（岩手）では，ブドウ栽
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培農家の経営を守るために，町と農協が協力してワインづくりを展開し，青年による酪農（ナチ

ュラルチーズづくり）や観光事業などを合わせて町づくりをすすめてきた。また，　湯布院町（大

分）では，町外大資本による土地買占め（ゴルフ場開発計画）から牧野と自然を守るために，都市

住民と結んで「牛１頭牧場運動」をすすめ，農林業を基盤に創意あふれる観光行事で全国から

人々を集め，　沢内村（岩手）では，村長 ・村立病院長を先頭に，村をあげて “乳児死亡率ゼ

ロ” に取り組み，出稼ぎ者検診の無料化，老人 ・乳児医療の無料化など地域ぐるみの “健康づく

り” を発展させてきた 。

　こうした先進的な村おこしの特徴は，¢決して好条件にはない（限界地的な）地域で，地域の

リーターを中 。Ｌ・に村民の内発性にもとづいて，農林業を中 ・し・に多面的な仕事づくりで過疎に挑戦

し， 　地域の資源を創意活用して，個性豊かな地場産業を自らの力（地域の資本や技術開発力）で

つくりだし，　大資本や国による外からの開発に抗して，都市住民とも能動的に手を結びつつ ，

地域の自然とくらしと文化を豊かに守り育て，そして＠村民の力で村民のいのちと健康を守り育
　　　　　　　　　２０）
ててきたものであ った。このように日本の山村 ・農山村における村おこしの運動は，総じて日本

の農山村の「持続可能な開発」を志向する方向で発展してきたと言 ってよい 。

　このような仕事おこし ・村おこしの運動は高度成長の崩壊後，１９７０年代半ば以降の構造不況下

で全国各地の農山村において一定の広がりと高まりをみせ，“新たな胎動”を示してきたが，８０

年代に入ると臨調「行革」下，地方財政の逼迫と工業誘致の低迷の中で８２～８３年からは「地域産

業おこし」のブームといわれる活況を呈するにいた った。この「地域産業おこし」は，３全総の

「フォローア ップ」と４全総への始動の中から打ち出された政府の新たな地域産業政策であり ，

農山村では８０年代後半，“ バブル経済”下のリゾート開発ブームヘと展開していく新たな潮流で

あるが，ともあれ８０年代半ばの村おこしの到達状況は１つの段階を画するものであ ったと言 って

よい 。

　その概要は，（１）地域の物的 ・人的な資源や技術を活用して，独自の特産物や新たな産業をつ

くりだそうとするものであるが，この産物は主として各地域の農林水産物を活用した食料品（主

として加工品）であり ，都市住民の “ふるさと志向”の高まりに対応して，自然食品など “ふる

さとの味”の生産と販売が展開された。また林産物としては，きのこ ・山菜なとのほか，木材の

加工品，すなわち建材（ログハウスや注文住宅のそれ） ・家具 ・日用品類（置物 ・食器 ・玩具など） ・

木炭 ・パルプチ ップや，さらには住宅の「産地直売」まで各種の生産と販売が展開され，それと

ともに有用広葉樹の植林と育成，針葉樹 ・人工林との混交林化 ・複層林化の取組みが強められた 。

（２）１９８５年，過疎市町村の総数は１ ，１５１，その中で「地域産業おこし事業」を行 っている件数は

１， ０９３，ほほ全過疎市町村に波及する勢いをみせていたと言 ってよい。その事業王体は，民問が

５２％と最も多く ，農林漁協の２６％と合わせて８割近くが民間主導であり ，市町村や第３セクター

方式など行政主導によるものは少なか った。（３）農山村住民による村おこしの運動と ，都市住民

の自然への欲求や “ふるさと志向”との結合は，特産物なとの流通にととまらず，両者の人的な

交流を発展させてきた 。１９８４年，全過疎市町村１ ，１５１のうち２７％の３１４団体で交流事業が行われて

おり ，その事業内容は姉妹都市との交流，都市なと他自治体との交流，特別町村民制度，ふるさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
と村民制度，県人会などとの交流，学生 ・生徒 ・児童との交流などからなっ ていた 。

　（２）９０年代農山村の「地域産業おこし」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２１）
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　８０年代後半，民問活力による内需拡大をめざして４全総が策定され，首都圏 ・関西圏をはじめ

として大都市再開発と全国的な基幹交通体系の開発が推進され，“ハフル経済”が展開する中で ，

農山村ではリゾート開発が推進された。こうした経済動向は都市と農山村の不均等発展を激しく

し， 沈静化していた農山村の過疎化を再び激しくしたが（過疎地域の人口減少率は ，７５～８０年４ ．２％
，

８０～８５年３ ．７％，８５～９０年５ ．８％，９０～９５年４ ．７％），その激動の過程で，そしてその後の平成不況の中

で農山村の「地域産業おこし」も大きな変貌をとげてきた。９０年代半ば，１０年を経た「地域産業

おこし」の現況は，次のとおりである 。

　（１）９０年代，過疎地域活性化特別措置法（１９９０年）の下で，過疎市町村（１ ，２３１ ．１９９７年）では

「複合的経営手法」の導入に積極的に取り組む市町村が増え，約６割の団体で行われている 。そ

の内容は取り組みの多いものから順に，¢イベントと組合わせた特産品の宣伝 ・販売（７６％）
，

　第１次産品の高度な加工による高付加価値化（４８％），　交流拠点での特産品の宣伝 ・販売

（４８％），　原材料の新たな組合わせによる特産品の開発（３３％），　独自の流通販売網の整備

（２５％）などとなっ ている（国土庁調べ，１９９６年）。

　（２）こうした「複合的経営」を実施している「中心主体」は，複数回答で多いものから順に ，

◎行政（９１％），　農協（３９％），　第３セクター（３６％），＠生産組合（２６％），　観光協会 ・物産

協会（２５％）などとなっ ており ，行政関係が中心的な役割を果たしている 。また，行政（市町村）

の多くは，祭り ・伝統行事，郷土芸能，特産物など伝統文化継承活動に対して，活動資金の援助

や活動組織づくりを中心に支援策を講じている 。一方，第３セクターの設立状況は，９３年から大

きく伸ぴて，９６年には１ ，１９５件にた っして全過疎市町村に普及する勢いを示している 。その事業

目的は主として観光 ・レクリエーシ ョン事業と地場産業の振興であり ，組織形態は株式会社が

７０％で最も多く ，ついで財団法人（１６％）であるが，その出資状況からみて市町村など公共的団

体が強く関与していることが明らかである 。

　（３）都市等との交流にかかわる取組み内容は（過疎市町村１ ，２０８のうち８９６が回答，１９９６年），多い

ものから順に，¢レクリエーシ ョン ・スポーツ施設の整備（５４１件，以下同じ），　宿泊 ・休養施設

の整備（５２５），　伝統文化 ・祭り等のイベントの開催（４９９），＠ふるさと宅急便 ・直送販売の実

施（４８５），　農産物直冗所の設置（４４７）なととなっ ている 。（　の宿泊施設については，農山村リソ

ート整備の「目玉」として，過疎地域でも９８４の公営宿泊施設が設けられている 。）そして，交流の状況に

ついては（国土庁調べ，１９９５年），¢イベントの実施（８６８件，以下同じ），　ふるさと会員制度等

（６９５），　朝市 ・青空市 ・物産展等の実施（５７４），＠国際交流（５２５），　姉妹都市提携（３５９），　

スポーツ交流（３０８），¢体験農園 ・観光農園（２８９），＠ふるさと体験ツアー（２２７）となっ ており
，

そのほかオーナー制度（１３０）や山村留学受入れ（８１）なども行われている 。

　（４）企業止地の状況を製造業についてみると ，製造品出荷額は７５～９４年に過疎地域では３７倍

に増加し，全国の２４倍を上回 って伸ぴており ，また従業員数は７５～９３年に全国が２３％減少して

いるのに対して，過疎地域では２１２％増加しており ，過疎地域への企業立地がすすんでいること

を示している 。また，他市町村から過疎市町村への通勤者は，８５～９５年に絶対数は多くはないが

３４％増加している 。これらは，企業誘致や地域産業おこしの一定の成果であると言ってよい。立

地企業（製造業）の種類は，かつては（７５～８６年）縫製工場や電気部品工場が多か ったが，今日で

は（９５～９６年）多いものから順に，木材 ・木製晶，家具，金属製品，食料品などとなっ ている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２２）
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（以上は，前掲 ・１９９６年度版『過疎対策の現況』 ，同前９５年度版などによる 。）

　さて，８０年代半ばの村おこしから９０年代後半の「地域産業おこし」まで，その性格はこの１０年

問にどのように変化したのであろうか。まず，（１）活動の内容については，観光 ・レクリエ ーシ

ョン 事業の比重がいちじるしく大きくなっ たことである 。これは，８０年代半ば以降全国の農山村

を席巻した民活型リゾート開発ブームや，９０年代の “環境 ・交流重視型”リゾートないしはグリ

ーン ・ツーリズムによる影響が大であろう 。今日 ，農山漁村滞在型余暇活動促進法（１９９５年）の

下， 伝統文化や祭り ・音楽祭やスポーツ ・郷土料理や食文化などさまざまなイベントの開催をは

じめとして，観光 ・レクリエーシ ョンにかかわる事業が盛行している 。その基礎には，農山村に

おける各種特産物の生産と販売の一定の発展があり ，とりわけ販売面の活動は朝市 ・青空市 ・物

産展の実施なと ，いちじるしく強化されてきている 。しかし，その反面，農業は耕種部門を中心

に減退しており ，林業，つまり森を守り ，育てる活動は，全体として大きく後退してきている 。

農山村地域における育林生産（伐採と植栽）の減退や耕作放棄の拡大についてはすでに述べたが ，

その他にも例えば，有用広葉樹の植林と育成，針葉樹 ・人工林との混交林化 ・複層林化など，森

林の国土 ・環境保全機能を改良していく動きは，民有林についてはほとんと進んでいない。また ，

そのまえに，問伐実施面積の低迷と問伐材の利用の停滞は重大であ って，「地域産業おこし」の

現状は総じて森林を守り ，育てる方向に向か っているとは言えず，森林の国土 ・環境保全機能は

減退していると言わねばならない 。

　（２）都市との交流については，目立 っているのは農山村におけるレクリエーシ ョン ・スポーツ

施設や宿泊 ・休養施設などの整備であり ，都市住民の観光 ・レクリエーシ ョン的なイベントヘの

参加や，ふるさと会員制度への加入や朝市 ・青空市 ・物産展なとへの参加であり ，人と人との交

流もそれにともなっ て一定の展開を示している 。しかし，農山村における諸施設の整備の進展と

比べると ，「地域産業おこし」への都市住民の側からの資本的な参加は相対的に伸びなやんでい

る。 例えば，「ふるさとの森」運動や分収育林制度（９６年で森林オーナー制度の実施は，果樹と合わせ

て９２件）への参加は，かつて期待されたようには展開しておらず（国有林の「緑のオーナー」制度の

場合は，その契約者は，９５年で法人を含めて８ ．１万人，契約面積は２ ．４万ｈ。となっ ている），自治体レベル

でも水源林基金への協力は遅々として進んでいない。農山村と都市との交流の現状は総じて言え

ば， 農山村では政策的助成によっ て施設整備の面で一定の前進があり ，両者の物的 ・人的交流も

大きく展開してきたが，都市住民が資本参加などの形で，より深く農山村の村おこしや，森林づ

くりに参加するようには進んでいない 。

　（３）活動の主体については，８０年代半ばでは農民をはじめとする住民，ないしはその集団など

「民問」が過半を占め，農林漁協がこれに次いでいたが，９０年代後半の今日ではこれら「民間」

が大きく後退し，それに代わ って「行政」（市町村）が中心的な役割を担うにいた っている 。行政

（市町村）は複合的経営や伝統文化継承活動や観光 ・レクリエーシ ョン 事業を中心に，自ら事業を

推進し，活動資金や活動組織づくりを支援し，また国際交流や姉妹都市提携などをすすめている

が， こうした活動が農山村住民の内発性 ・主体性にもとづくものかどうか，その具体的な担い手

はとのような人々ないしは集団なのか，山村 ・農山村（中山間地域）の農林業を守り発展させる

方向性をもつものかどうか，過疎地域の自然を守り ，生産と生活を豊かにする観点に立つものか

どうか，さまざまな課題が内包されていると言 ってよい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２３）



　２２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第３号）

　２　内発的発展論と林業 ・農山村

　（１）農山村の「地域産業おこし」と「内発的発展」論

　地域的な環境問題が地球規模の環境問題に発展し，経済成長至上王義の破綻が明白になり ，自

然・ 経済 ・生活の「質」が注目される中で，先進国（先進地域）の失敗に学んで，発展途上国

（後発地域）がめさすべき新しい自立的な経済発展の方式（モテル）として，「内発的発展」論が提
　　　　　２２）
起されている 。また，その提唱者の１人である宮本憲一氏の所説の検討にもとづいて，保母武彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
氏は日本の農山村の現状を「内発的発展」論の見地から分析しておられる 。そこで，ここでは上

述の農山村の「地域産業おこし」の現状を，宮本氏の「内発的発展」論の見地から検討し，今後

の課題を明らかにしておこう 。

　宮本氏によれば，「内発的発展」とは，「地域の企業 ・組合などの団体や個人が自発的な学習に

より計画をたて，自主的な技術開発をもとにして，地域の環境を保全しつつ資源を合理的に利用

し， その文化に根ざした経済発展をしながら ，地方自治体の手で住民福祉を向上させていくよう

な地域開発」をいう 。そして，その「原則」は，次の４点である 。すなわち，○地元の技術 ・産

業・ 文化を土台にして，地域内の市場を主な対象として，地域の住民が学習し計画し経営する 。

しかし，地域主義ではない。大都市圏や中央政府との関連を無視して，地域は自立できない。　

環境保全の枠内で開発を考え，アメニティをはじめ，福祉，文化，地元住民の人権の確立をもと

める総合目的をもつ。　産業開発を多種 ・多様に行い，付加価値があらゆる段階で地元に帰属す

るような地域産業連関をはかる 。＠住民参加の制度をつくり ，自治体が住民の意志を体して，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
の計画にのるように資本や土地利用を規制しうる自治権をもつ 。

　さて，９０年代後半の今日 ，「地域産業おこし」の現実は端的に言えば，おおむね次の３つの型 ，

すなわち，¢行政主導型開発，　外来型開発，　内発的発展，の３類型が混在している状況にあ

るとみられるが，これらの類型が具体的にどのような構成で展開しているのかは，ここでは判断

できない。以下では全体としての概括的な判断と問題点を述べて，今後の現状分析（実態分析）

のための課題を明らかにしておこう 。

　（１）地域内市場を基盤に，地域の有利な資源 ・優れた条件を創意を発揮して，地域づくりに生

かす。地域の生活 ・労働 ・文化と結びついて，自主的 ・自発的に計画し，持続的に地域経済の自

立的な発展をめざす。自治体が住民の意志を体して，行政機関として積極的な役割を発揮する 。

農山村地域の団体や個人がこうした方向をめさすには，さまさまな団体や住民の活動が自治体を

包み込み，これを押し上げていくような仕組みが必要であり ，その中で果たすべき自治体労働者

の役割も重要である 。しかし，今日の多くの地域の実態は，行政が地域の諸団体とも違携して ，

地域と住民の活性化に中心的な役割を果たしているのではないか。９０年代に入 って ，“バブル経

済” 下のリゾート開発のような大資本による民活型開発は破綻し，民間主導 ・行政従属型の外来

型開発は崩壊した。しかし，９０年代，行政は新たな政策的助成をうけて先行し，そうした中で行

政主導 ・民問（団体 ・住民）追随をいまだ克服できていない地域も少なくない 。

　（２）環境を保全し，改善していくうえで，農林漁業を産業基盤の中心にすえて，その発展をは

かることは基本的に重要な課題である 。その中でも今日 ，停滞のいちじるしい林業を再建し，森

林を保全するだけでなく ，より豊かな森林を積極的に育成していくことが肝要である 。そのため

には，何よりもまず新たな林業 ・森林政策が策定 ・実施されなけれはならないが，農山村地域に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２４）
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おいても森林の保全 ・育成策を地域づくりの計画の中に明確に位置づけることが肝要であろう 。

農林漁業，わけても林業 ・森林が危機的な状態にある今日 ，こうした課題認識とそれにもとづく

地域活動，地域間共同，都市との交流が重要な課題であろう 。

　（３）付加価値がさまざまな段階で地元に帰属するように，行政が中心となっ て「複合的経営手

法」の導入などが進められている 。しかし，産業開発の多棟性 ・総合性という視点からみると
，

今日の農山村「経営」は検討されるべき課題が多い。すなわち，大資本の民活型 ・外来型リゾー

ト開発は崩壊し，農山村型リゾート開発ないしはグリーン ・ツーリズムが推進されているが，そ

の現況は，¢外来型リゾート開発のように ，“金太郎アメ ”にならず，地域の有利な諸資源を活

用して，地域の個性や特性をうちだすことができているか。　地域の自然 ・生活 ・文化 ・福祉の

改善をめざして，既存の地域産業とむすびつき ，新しい産業を育てるよう ，地域づくりのなかに

位置づけられているか。　新しい産業が育ち，雇用が確保され，付加価値が地元に帰属するよう

に， 地域産業の仕組みを変え，地域産業全体の長期的な振興がはかられているか 。

　（４）都市と農山村との交流に即していえは，行政王導の場合，定められた補助事業の予算消化

に終わ っている場合も少なくない。農林業 ・農山村が長期的に発展するよう ，都市と農山村の交

流が農林業 ・農山村を再建する課題とむすひついた形で展開されるためには，今日の農山村型リ

ゾートについても ，農山村における行政と住民の取組みの在り方と共に，都市住民の今後の余暇

活動の在り方が，ヨーロッパ諸国の現状の検討を含めて，都市と農山村の住民の問で相互に実践
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
的に問い直されていくことも必要なことではなかろうか 。

　（２）林業 ・農山村の公共的機能と政府の役割

　林業 ・農山村が少なくとも単純再生産されるかきり ，林業の外部経済効果は発揮され，森林の

公共的機能は維持することができる 。しかし，戦後日本経済の局度成長期を通じて，また低成長

期においても山村 ・農山村の過疎化が進行し，林業と農業が衰退していくかきり ，その外部経済

効果は減退し，森林の公共的機能も減退する 。そこで，森林が果たすべき公共的機能を回復 ・維

持し，さらに改善していくためには，どのような政策がとられるべきか，日本の森林の「持続可

能な経営」に必要な政策的課題と手段が問題となろう 。

　ここで４全総（１９８７年）が提起した森林 ・林業 ・農山漁村政策の概要をみておくと ，農山漁村

は農林漁業者なとの生活の場，食料 ・木材の生産活動の場であるとともに，国土管理と自然環境

保全の場，国民と自然とのふれあいの場である 。そこで，¢活力ある地域杜会を形成するために ，

中核的担い手の育成などによる生産性の高い農林水産業の展開，１ ．５次産業の育成など多様な産

業の振興を図る 。　都市住民の自然とのふれあいの二一ズを充足し，交流を生かして農山漁村の

活性化を図るため，海洋 ・沿岸域，森林，農村などで多目的 ・長期滞在型の大規模なリゾート地

域を整備し，また各種のマルチハビテーシ ョン（複数地域居住）を進めるとともに，都市の児童

生徒が一定期間農山漁村に集団で滞在して学習できるようにする 。　森林については，林業はも

とより多角的な森林関連産業の振興によっ て地域の活力を高め，適正な管理を推進する 。また ，

森林は国民の共通の財産であるとの視点に立ち ，国民参加の森林づくりを進める必要があり ，森

林管理についての国民意識を醸成しつつ，国民　般の任意で自王的な参加の下にその管理水準を

向上させる（都市からの資金導入，分収育林の推進，都市有林の形成，ボランタリーな協力のしくみ，森

　　　　　　　　　　　２６）
林基金の設置），などである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２５）



　２４　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第３号）

　（１）条件不利地域に対する政策手段　９０年代に入 って，特定農山村地域活性化法（１９９３年）が

施行され，「中山問地域」がＥＵの条件不利地域と比較対照される地域として ，“新農政”の最

重点地域とされるにいた った。問題はこの条件不利地域にたいする政策手段であるが，４全総は

これを基本的に都市からの支援システムの形成に求めている 。例えは，分収育林の形成や森林基

金の設定やその他の任意で自主的な協力のしくみの形成がそれである 。たしかに都市と農山村と

の交流による新しい形の両者の結合や連携は，都市住民と農山村住民にとっ て大きな意義があり ，

そのメリットは双方にとっ て多様であり ，２１世紀に向けて豊かな可能性をもっ ており ，都市側か

らのさまざまな支援システムの形成も一定の必然性をもっ て， 今後も展開されていくであろう 。

しかし，森林の管理は，それがまさに全国民的な資産であるがゆえに，全国民的な手段によっ て

保全されるべきであ って，都市からの任意で自主的な支援によっ て担保されるべきものではない 。

森林の公共的機能は，まさにそれがすべての国民によっ て享受されるべきナシ ョナル ・ミニマム

であり ，またそれに必要な費用は公平に負担されるべきものであるがゆえに，国家によっ て担保

されなければならない 。

　（２）中山間地域における当面の政策課題　ＥＣの「ハンディキャッ プ地域対策」は，持続的な

自然上の不利をもつ地域の農家に対して，直接的な所得移転で所得補償を行い，過疎を防ぎ，農

村風景 ・景観 ・自然環境を保全しようとするものである 。この政策は日本では，中山問地域に対

する有力な地域対策として問題化したが，先述の特定農山村地域活性化法では見送られたもので

あり ，今後の大きな課題の１つであろう 。しかし，森林 ・林業 ・農山村の観点からすれは，この

問題の前に問題とされるべき基本的な政策課題がある 。最後にこの問題について３点を指摘し ，

この稿を終えよう 。

　○日本の林業 ・森林政策でまず最初に問題とされるべきは，地球環境問題の１つである熱帯雨

林の保全 ・育成の問題と日本の森林のｒ持続可能な開発」とをとのように関連づけ，軌帯雨林の

再生対策と日本の国産材の自給率の向上とをどのようにして実現していくかであろう 。現状では ，

再生困難な熱帯雨林の滅少と育成可能な日本の森林の劣化，林業 ・農山村の衰退が進むだけであ

る。 　国有林は国民経済と国民生活に対して，次の３つの使命をもっ ている 。第１は，国土の保

全， 水資源のかん養，自然環境の保全 ・形成，保健休養の場の提供等森林のもつ公益的機能の発

揮， 第２は，林産物の計画的，持続的な供給，第３は，農山村地域の振興に対する寄与，である 。

国有林野事業の国有 ・国営が維持され，現行の独立採算制が廃止され，一定規模の直営事業が推

進されることは，中山間地域に対する有力な条件不利地域対策の１つとなるであろう 。　中山間

地域問題を全国的視野で検討していく場合，基本的に重要な問題の１つは国有林の地域的偏在の

問題であろう 。西日本を中心とする民有林地帯において条件不利地域対策を検討していく場合に ，

最近問題とされている「森林交付税」制度の創設は有力な構想の１つであると考えられる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

１）林野庁監修『平成８年度　図説林業白書』農林統計協会，１９９７年，９３ぺ 一ジ ，環境庁編『平成９年

　版 ・環境白書（総説）』大蔵省印刷局 ，１９９７年 ，４２１ぺ 一ジ以下 。

２）同上『平成６年版 ・環境白書（総説）』１９９４年，５２～５３ぺ 一ジ 。

３）奥地　正「現代日本の国土 ・環境問題と森林資源」 ，『季刊 ・科学と思想 ・Ｎｏ． ６３』新日本出版社
，

　１９８７年１月 ，６５～６７ぺ 一ジ 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２６）
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４）志村博康『現代水利論』東京大学出版会，１９８２年 ，２３７～２４６ぺ 一ジ 。

５）只木良也 ・吉良竜夫編『ヒトと森林一森林の環境調節作用一』共立出版，１９８２年，１１～１２ぺ 一ジ 。

６）例えば，原　剛『日本の農業』岩波書店，１９９４年，の第Ｖ章，井上和衛編『環境保全型農業への挑

　戦』筑波書房，１９９２年
。

７）前田高志「農山村地域の公益的機能」 ，橋本　徹 ・大森　彌編著『過疎地域のルネ ッサンス』ぎょ

　うせい ，１９９４年，の３章 。

８）奥地　正「環境問題と林業 ・山村」 ，鷲尾良司 ・奥地　正編著『転換期の林業 ・山村問題』新評論 ，

　１９８３年，５６～６４ぺ 一ジ 。

９）奥地　正「いわゆる土地国有化の理論的基礎一若干の整理と覚え書一」（上），（中），『立命館経済

　学』第３１巻第１号（１９８２年４月），第３１巻第３号（１９８２年８月）所収 。

１０）『マルクス ・エンゲルス全集（２４）』（資本論１），大月書店，２９９ぺ 一ジ 。

１１）Ｋカウノキー　向坂逸郎訳『農業問題　近代的農業の諸傾向の概観と社会民王党の農業政策一

　（下巻）』岩波書店，１６８ぺ 一ジ 。

１２）同前１６９ぺ 一ジ 。

１３）同前１７１～７２ぺ 一ジ 。

１４）国土庁地方振興局過疎対策室監修『平成８年度版 ・過疎対策の現況』東京官書普及株式会社 ，１９９７

　年，２２～２４ぺ 一ジ 。

１５）『平成８年度 ・図説農業白書』農林統計協会，１９９７年 ，２７３ぺ 一ジ 。

１６）「朝日新聞」１９９６年１２月１７日付け
。

１７）厚生省編『平成２年版 ・厚生白書（豊かさのコストー廃棄物問題を考える一）』ぎ ょうせい ，１９９１

　年，２９ぺ 一ジ 。

１８）厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課監修『日本の廃棄物’９６』（杜）全国都市清掃会議，１９９６年
，

　１３３ぺ 一ジ，および４３ぺ 一ジ 。

１９）国有林問題については，野口俊邦『森と人と環境』新日本出版社，１９９７年，笠原義人編『よみがえ

　れ国有林』リベルタ出版，１９９６年，黒木三郎ほか編『新国有林論』大月書店，１９９３年，などを参照 。

２０）奥地　正「国土開発政策と山村」 ，前掲『転換期の林業 ・山村問題』２９５～３０８ぺ一ジ
。

２！）国土庁地方振興局過疎対策室監修『昭和６０年度版 ・過疎対策の現況』東京官書普及株式会社，１９８６

　年，第３章，および，前掲拙論「現代日本の国土 ・環境問題と森林資源」８８～９０ぺ 一ジ 。

２２）鶴見和子 ・川田　侃編『内発的発展論』東京大学出版会，１９８９年。宮本憲一『環境経済学』岩波書

　店，１９８９年
。

２３）保母武彦『内発的発展論と日本の農山村』岩波書店，１９９６年。なお，保母武彦「内発的発展論の展

　開」，池上惇ほか編『２１世紀への政治経済学』有斐閣，１９９１年を参照
。

２４）宮本 ・前掲書２９４～３０３ぺ 一ジ 。

２５）以上については，東海自治体問題研究所編『むらおこし　まちつくりの検証』自治体研究社，１９９０

　年，守友裕一『内発的発展の道（まちづくり ・むらづくりの論理と展望）』農山漁村文化協会，１９９１

　年，井野隆一ほか編著『現代資本主義と食料 ・農業』大月書店，１９９５年（第４章の２），依光良三 ・

　栗栖祐子『グリーン ・ツーリズムの可能性』日本経済評論社，１９９６年，などを参照 。

２６）国土庁編『第四次全国総合開発計画』大蔵省印刷局 ，１９８７年，による 。

（２２７）
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